
回覧                

市税等がスマートフォン決済で納付できるようになります 

令和４年１月から市税・各種料金についてスマートフォン決済アプリで納付できるようになります。

金融機関、市役所、コンビニエンスストアに出向いていただくことなくお支払いができます。 

 

 

・PayPay（ペイペイ） 

※LINE Pay については、現在、利用を見合わせています。 

 

 

① PayPay を起動し、「スキャン」ボタンを押下します。 

② バーコード読み取り画面が起動しますので、納付書のバーコード情報を読み込みます。 

③ 支払い内容の確認画面が表示されますので、「支払う」を押下します。 

④ 支払いが正常に行われましたら、支払完了画面が表示されます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PayPayアプリのダウンロード方法や詳細については、次のリンク先のPayPayウェブサイトをご確認ください。 

 

 

 

・市県民税（普通徴収）          ・固定資産税 

・軽自動車税               ・国民健康保険税（普通徴収） 

・後期高齢者医療保険料（普通徴収）    ・市営住宅使用料 

・市営住宅駐車場使用料          ・定住促進住宅使用料 

・保育所保育料・利用料          ・学校給食費 

※水道料金及び下水道使用料は、令和４年４月からの導入を予定しています。 

 

 

スマートフォン決済アプリでお支払いができる市税・各種料金 

【お問い合わせ先】久慈市収納対策課 TEL：52-2368 

スマートフォン決済アプリの利用方法 

裏面もご確認 

ください。 ↪ 

PayPay ウェブサイト ▶ https://paypay.ne.jp/ 

対応するスマートフォン決済アプリの種類 



 

・バーコードの印字が無いもの 

・バーコードが読み取れないもの 

・納付書１枚あたりの金額が 30 万円を超えるもの 

・金額を訂正したもの 

・使用期限が過ぎたもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市税等の納付は、便利で確実な口座振替もご検討ください。 

❶ 便 利 …納期のたびに金融機関に出かける必要がありません 

❷ 安 心 …つい、うっかりの納め忘れの心配がなく確実です 

❸ 安 全 …現金を持ち歩く必要がありません 

        通帳、金融機関届出印、納税通知書を持参のうえ、市役所・山形総合支所・ 

各支所、市内金融機関でお申込みください。 

        岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、みちのく銀行、盛岡信用金庫、東北労働金庫、 

新岩手農業協同組合、東日本信用漁業協同組合連合会、ゆうちょ銀行（郵便局） 

 

 

納期限までに納付されない場合、督促状や催告書が発送され、督促手数料や延滞金が発生するほ

か、滞納処分（差押等）の対象となります。納期限が守られると、これらの滞納処分にかかる経費が

不要となり、貴重な税収をみなさんのより良い暮らしのために活用できます。 

納期限内の納付にご協力をお願いします。 

スマートフォン決済アプリでお支払いができない納付書 

注 意 事 項 

○領収証書の発行について 

スマートフォン決済による納付は、領収証書が発行できません。 

納付の履歴はアプリの「利用明細」にてご確認ください。 

○納税証明書の発行について 

納税証明書の発行には、納付から１週間程度かかる場合があります。納付後すぐに納税

証明書が必要な場合はスマートフォン決済以外で納付してください。 

○軽自動車税の納税証明書について 

スマートフォン決済アプリから軽自動車税をお支払いいただいても、納付書に添付の納

税証明書は利用できません。スマートフォン決済アプリでお支払いの場合で、軽自動車税

納税証明書が必要な方は、別途納税証明書の交付申請が必要です。 

また、納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、金融機関、市役所等窓口またはコンビ

ニエンスストアで納付してください。 

○その他 

・アプリ内での納付手続完了後は、納付を取り消すことはできません。 

・スマートフォン決済で納付した場合、領収印のない納付書がお手元に残ります。納付手

続完了後の納付書に納付年月日をメモして保管するなど、二重納付にご注意ください。 

納 期 限 内 の 納 付 に ご 協 力 を ！ 

口 座 振 替 も 便 利 で す ！ 

メ リ ッ ト 

手 続 は 簡 単 

取扱金融機関 


